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教育長訓令

　宮崎県教職員住宅管理規程の一部を改正する訓令をここに公表する。
　　平成30年３月29日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県教育委員会教育長　四　本　　　孝
宮崎県教育委員会教育長訓令第１号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本　　　庁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各出先機関
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各教育機関
　　　宮崎県教職員住宅管理規程の一部を改正する訓令
　宮崎県教職員住宅管理規程（平成10年宮崎県教育委員会教育長訓令第２号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（入居者の資格）
第６条　一般教職員住宅に入居することができる者は、次の各号の
　条件を備えていなければならない。ただし、教育長が特に必要と
　認める場合は、この限りでない。
　(１)　当該一般教職員住宅が所在する区域（県教育庁組織規則（
　　昭和50年宮崎県教育委員会規則第４号）第11条に規定する教育
　　事務所の所管区域とする。）内の教育機関等に勤務する教職員
　　であること。
　(２)・(３)　［略］
別表（第３条関係）

　（入居者の資格）
第６条　一般教職員住宅に入居することができる者は、次の各号の
　条件を備えていなければならない。ただし、教育長が特に必要と
　認める場合は、この限りでない。
　(１)　当該一般教職員住宅が所在する区域（県教育庁組織規則（
　　昭和50年宮崎県教育委員会規則第４号）第12条に規定する教育
　　事務所の所管区域とする。）内の教育機関等に勤務する教職員
　　であること。
　(２)・(３)　［略］
別表（第３条関係）

　名　　　称 　所　　在　　地 　管　　理　　者
　［略］
一万城教職員住
宅
立野教職員住宅

　［略］

都城市立野町

　［略］

県立都城農業高等学
校長

　［略］
三松教職員住宅
八幡原教職員住
宅
湾津教職員住宅

　［略］
小林市大字堤

小林市大字細野

　［略］
県立小林秀峰高等学
校長
県立小林秀峰高等学
校長

　［略］

　名　　　称 　所　　在　　地 　管　　理　　者
　［略］
一万城教職員住
宅

　［略］ 　［略］

　［略］
三松教職員住宅 　［略］ 　［略］

　［略］
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西階教職員住宅
古川教職員住宅

　［略］
延岡市古川町

　［略］
県立延岡しろやま支
援学校長

　［略］

西階教職員住宅 　［略］ 　［略］

　［略］

　　　附　則
　この訓令は、平成30年４月１日から施行する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　宮崎県教育委員会事務決裁等規程の一部を改正する訓令をここに公表する。
　　平成30年３月29日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県教育委員会教育長　四　本　　　孝
宮崎県教育委員会教育長訓令第２号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本　　　庁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各出先機関
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各教育機関
　　　宮崎県教育委員会事務決裁等規程の一部を改正する訓令
　宮崎県教育委員会事務決裁等規程（平成７年宮崎県教育委員会教育長訓令第１号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（趣旨）
第１条　この訓令は、別に定めるもののほか、法令の規定により教
　育長の権限とされた事務、教育委員会又は知事の委任により教育
　長の権限に属するものとされた事務及び教育委員会が教育長に専
　決権限を付与した事務並びに知事が教育次長に専決権限を付与し
　た事務の決裁及び委任について、必要な事項を定めるものとする
　。
　（定義）
第２条　この訓令において、次の表の左欄に掲げる用語の意義は、
　それぞれ同表の右欄に定めるところによる。

　（趣旨）
第１条　この訓令は、別に定めるもののほか、法令の規定により教
　育長の権限とされた事務、教育委員会又は知事の委任により教育
　長の権限に属するものとされた事務及び教育委員会が教育長に専
　決権限を付与した事務並びに知事が副教育長に専決権限を付与し
　た事務の決裁及び委任について、必要な事項を定めるものとする
　。
　（定義）
第２条　この訓令において、次の表の左欄に掲げる用語の意義は、
　それぞれ同表の右欄に定めるところによる。

用語 意義
　［略］
課（室） 県教育庁組織規則（昭和50年教育委員会規則第

４号）第１条に規定する課及び室をいう。

出先機関 県教育庁組織規則第11条に規定する教育事務所
及び同規則第14条に規定する宮崎県教育庁スポ
ーツ指導センターをいう。

　［略］
県立学校 　［略］

教育次長 県教育庁職員の職の設置に関する規則（昭和39
年教育委員会規則第９号。以下本条において「
職の設置規則」という。）第２条第１項に規定
する教育次長をいう。

課（室）長 職の設置規則第３条第１項の表職の欄に規定す
る課（室）長をいう。

課（室）長
補佐

職の設置規則第３条第１項の表職の欄に規定す
る課（室）長補佐をいう。

用語 意義
　［略］
課 県教育庁組織規則（昭和50年教育委員会規則第

４号）第１条に規定する課をいう。
室 県教育庁組織規則第１条の２に規定する課内室

をいう。
出先機関 県教育庁組織規則第12条に規定する教育事務所

及び同規則第15条に規定する宮崎県教育庁スポ
ーツ指導センターをいう。

　［略］
県立学校 　［略］
副教育長 県教育庁職員の職の設置に関する規則（昭和39

年教育委員会規則第９号。以下本条において「
職の設置規則」という。）第２条第１項に規定
する副教育長をいう。

教育次長 職の設置規則第３条第１項に規定する教育次長
をいう。

課長 職の設置規則第４条第１項の表職の欄に規定す
る課長をいう。

室長 職の設置規則第４条第１項の表職の欄に規定す
る室長をいう。

課長補佐 職の設置規則第４条第１項の表職の欄に規定す
る課長補佐をいう。
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　（本庁における共通専決事項）
第３条　［略］
２　教育次長、課（室）長、課（室）長補佐及び担当リーダー（以
　下「教育次長等」という。）は、別表第１の２の事項欄に掲げる
　事務を同表の専決区分に従い、それぞれ専決することができる。

３　財務等に関する事務及び建設工事に関する事務の専決について
　は、宮崎県事務決裁規程（昭和40年訓令第１号）第４条第１項及
　び別表第２の規定（副知事に係る部分を除く。）を準用する。こ
　の場合において、宮崎県事務決裁規程第４条第１項中「部長、次
　長」とあるのは「教育次長」と、「課長」とあるのは「課（室）
　長」と、「課長補佐」とあるのは「課（室）長補佐」と、「副知
　事等」とあるのは「教育次長等」と、「別表第２」とあるのは「
　宮崎県事務決裁規程別表第２（11　財務等に関する事務の項及び
　12　建設工事に関する事務の項に係る部分に限る。）」と、宮崎
　県事務決裁規程別表第２中「部長」又は「次長」とあるのは「教
　育次長」と、「課長」とあるのは「課（室）長」と、「課長補佐
　」とあるのは「課（室）長補佐」と読み替えるものとする。
　（本庁各課（室）における特定専決事項）
第４条　本庁の各課（室）の所掌に係る事務の決裁については、別
　表第２に定めるところによる。
２　教育次長等は、別表第２の事項欄に掲げる事務を同表の専決区
　分に従い、それぞれ専決することができる。
　（出先機関等における専決）
第15条　出先機関等の長（県立学校長を除く。）は、本庁の総務課
　長と協議して、第５条の規定により専決すべき事項又は第11条の
　規定により委任を受けた事務をその所属職員に専決させることが
　できる。
２　［略］
　（代決）
第16条　本庁及び出先機関において、決裁権者が不在のときは、次
　の表の決裁権者欄に掲げる決裁権者の区分に応じ、同表の第１代
　決者欄及び第２代決者欄に掲げる順序により当該各欄に掲げる者
　が代決することができる。

　（本庁における共通専決事項）
第３条　［略］
２　副教育長、課長、課長補佐及び担当リーダー（以下「副教育長
　等」という。）は、別表第１の２の事項欄に掲げる事務を同表の
　専決区分に従い、それぞれ専決することができる。
３　室長は、別表第１の２（職員の服務等に関する事務の項にあっ
　ては、事項の欄(１)に限る。）に掲げる課長の専決することがで
　きる事項及び別表第２に掲げる課長特定専決事項（担当事務に関
　する事項に限る。）について専決することができる。
４　財務等に関する事務及び建設工事に関する事務の専決について
　は、宮崎県事務決裁規程（昭和40年訓令第１号）第４条第１項及
　び別表第２の規定（副知事に係る部分を除く。）を準用する。こ
　の場合において、宮崎県事務決裁規程第４条第１項中「部長、次
　長」とあるのは「副教育長」と、「副知事等」とあるのは「副教
　育長等」と、「別表第２」とあるのは「宮崎県事務決裁規程別表
　第２（11　財務等に関する事務の項及び12　建設工事に関する事
　務の項に係る部分に限る。）」と、宮崎県事務決裁規程別表第２
　中「部長」又は「次長」とあるのは「副教育長」と読み替えるも
　のとする。

　（本庁各課における特定専決事項）
第４条　本庁の各課の所掌に係る事務の決裁については、別表第２
　に定めるところによる。
２　副教育長等は、別表第２の事項欄に掲げる事務を同表の専決区
　分に従い、それぞれ専決することができる。
　（出先機関等における専決）
第15条　出先機関等の長（県立学校長を除く。）は、教育政策課長
　と協議して、第５条の規定により専決すべき事項又は第11条の規
　定により委任を受けた事務をその所属職員に専決させることがで
　きる。
２　［略］
　（代決）
第16条　本庁及び出先機関において、決裁権者が不在のときは、次
　の表の決裁権者欄に掲げる決裁権者の区分に応じ、同表の第１代
　決者欄及び第２代決者欄に掲げる順序により当該各欄に掲げる者
　が代決することができる。

担当リーダ
ー

職の設置規則第４条の表職の欄に規定する主幹
又は副主幹（所属の特定の事務を掌理する者に
限る。）をいう。

　［略］

担当リーダ
ー

職の設置規則第５条の表職の欄に規定する主幹
又は副主幹（所属の特定の事務を掌理する者に
限る。）をいう。

　［略］

決裁権者 第１代決者 第２代決者
教育長 教育次長を

１人置く場
合

教育次長 主管の課（
室）長

教育次長を
２人以上置
く場合

第１順
位

教育次長（
総括）

主管の課（
室）長

第２順
位

他の教育次
長（担当す
る事務に限
る。）

教育次長 主管の課（室）長

課（室）長 課（室）長 課（室）長補佐

決裁権者 第１代決者 第２代決者
教育長 副教育長 教育次長（

担当する事
務に限る。
）

副教育長 教育次長（担当する事務に限る。
）

主管の課長

課長 課長補佐を 課長補佐
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２　［略］
別表第１（第２条の２関係）

２　［略］
別表第１（第２条の２関係）

補佐を１人
置く場合
課（室）長
補佐を２人
以上置く場
合

第１順
位

統括の課（
室）長補佐

第２順
位

主管の課（
室）長補佐

　［略］

室長 １人置く場
合
課長補佐を
２人以上置
く場合

第１順
位

統括の課長
補佐

第２順
位

主管の課長
補佐

　［略］

教育長決裁事項
１　県教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する
　規則（昭和41年宮崎県教育委員会規則第１号）第２条及び
　第３条の規定により、教育委員会に付議しなければならな
　い次に掲げる事項の原案作成に関すること。
　(１)～(７)　［略］
　(８)　次に掲げる職員の任免に関すること。
　　ア　教育庁参事、教育次長、参事、課（室）長、学校支
　　　援監、教育庁主幹、副参事、教育事務所長及びスポー
　　　ツ指導センター所長
　　イ～エ　［略］
　(９)～(11)　［略］
　(12)　教育委員会表彰（各種競技会の教育委員会表彰を除
　　く。）に関すること。
　(13)　教育委員会規則、訓令及び告示の制定及び改廃に関
　　すること。
　(14)　法令又は条例に基づく協議又は意見に関すること。

　(15)～(18)　［略］
　(19)　教育に関する公益信託に関する事務のうち、許可に
　　関すること。
　(20)～(23)　［略］
　(24)　教育関係の公の施設に関する条例（昭和39年宮崎県
　　条例第36号）に基づく指定管理者の候補の選定に関する
　　こと。
　(25)　［略］
２・３　［略］
４　職員の服務等に関する事務で次に掲げる事務
　(１)　教育長、教育庁参事、教育次長及び参事の出張に関
　　すること。
　(２)　教育長、教育庁参事、教育次長及び参事の休暇の承
　　認その他服務に関すること（教育委員会権限事項を除く
　　。）
５　許認可等に関する事務で次に掲げる事務
　(１)　許可、認可、承認、登録、指定、取消し、決定等の
　　行政処分に関すること（教育委員会権限事項を除く。）
　　。
　(２)・(３)　［略］
６　教育長若しくは教育次長又は市町村教育委員会等が行っ
　た処分等の審査請求若しくは再審査請求に係る裁決若しく
　は再調査に係る決定又は措置等に関すること。
７　研修、講座、調査、訪問指導及び各種会議に関すること
　。
８　各種競技会の教育委員会表彰に関すること。
９　総務課が所掌する事務で次に掲げる事務

教育長決裁事項
１　県教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する
　規則（昭和41年宮崎県教育委員会規則第１号）第２条及び
　第３条の規定により、教育委員会に付議しなければならな
　い次に掲げる事項の原案作成に関すること。
　(１)～(７)　［略］
　(８)　次に掲げる職員の任免に関すること。
　　ア　副教育長、教育庁参事、教育次長、参事、課長、室
　　　長、教育庁主幹、副参事、教育事務所長及びスポーツ
　　　指導センター所長
　　イ～エ　［略］
　(９)～(11)　［略］

　(12)　教育予算その他教育に関する議会の議決を経るべき
　　事件の議案についての意見の申出に関すること。
　(13)～(16)　［略］

　(17)～(20)　［略］

　(21)　［略］
２・３　［略］
４　職員の服務等に関する事務で次に掲げる事務
　(１)　教育長、副教育長及び教育庁参事の出張に関するこ
　　と。
　(２)　教育長、副教育長及び教育庁参事の休暇の承認その
　　他服務に関すること（教育委員会権限事項を除く。）

５　諸法令に基づく措置等に関する事務で次に掲げる事務

　(１)・(２)　［略］
６　教育長若しくは副教育長又は市町村教育委員会等が行っ
　た処分等の審査請求若しくは再審査請求に係る裁決若しく
　は再調査に係る決定又は措置等に関すること。

７　教育政策課が所掌する事務で次に掲げる事務
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別表第１の２（第３条関係）
　本庁共通専決事項

別表第１の２（第３条関係）
　本庁共通専決事項

　(１)～(３)　［略］
　(４)　本庁、出先機関及び教育機関の職員の営利企業への
　　従事等の許可及び職務専念義務の免除に関することで、
　　教育庁参事、教育次長、参事、学校支援監、教育庁主幹
　　、副参事（以下「次長等」という。）、課（室）長、出
　　先機関の長及び教育機関の長に係るもの
　(５)　本庁、出先機関及び教育機関の非常勤職員の任用に
　　関することで、本庁（課（室）の所属職員に係るものを
　　除く。）及び教育機関の長に係るもの
　(６)　［略］

10　学校政策が所掌する事務で次に掲げる事務
　(１)　県立の中学校、高等学校及び中等教育学校の教科書
　　の採択に関すること。
　(２)　県立の中学校、高等学校及び中等教育学校の主たる
　　教材の使用の承認に関すること。
11　特別支援教育室が所掌する事務で次に掲げる事務
　(１)　県立特別支援学校の教科書の採択に関すること。
　(２)　県立特別支援学校の主たる教材の承認に関すること
　　。
12　教職員課が所掌する事務で次に掲げる事務
　(１)・(２)　［略］
　(３)　県立学校の職員の営利企業への従事等の許可に関す
　　ること。
　(４)　県立学校の職員の兼職及び他の事業等の従事の許可
　　に関すること。
　(５)　［略］
13　生涯学習課が所掌する事務で社会教育主事の資格の認定
　に関すること。
14　文化財課が所掌する事務で文化財保護法（昭和25年法律
　第 214号）第 105条第１項及び第３項の規定による報償金
　の額の決定に関すること。

　(１)～(３)　［略］
　(４)　副教育長及び教育庁参事の営利企業への従事等の許
　　可及び職務専念義務の免除に関すること。

　(５)　本庁、出先機関及び教育機関の非常勤職員の任用の
　　承認に関することで、本庁（課の所属職員に係るものを
　　除く。）及び教育機関の長に係るもの
　(６)　［略］
　(７)　春秋叙勲に関すること。

８　教職員課が所掌する事務で次に掲げる事務
　(１)・(２)　［略］

　(３)　［略］

事務 事項

専　決　区　分
副
教
育
長

課
長
課
長
補
佐

担
当
リ
ー
ダ
ー

１　教育
　委員会
　に付議
　しなけ
　ればな
　らない
　事項の
　原案作
　成に関
　する事
　務

(１)　教育委員会表彰（各種競
　技会の教育委員会表彰を除く
　。）に関すること。

○

(２)　教育委員会規則、訓令及
　び告示の制定及び改廃に関す
　ること。

○

(３)　教育に関する公益信託に
　関する事務のうち、許可に関
　すること。

○

(４)　教育関係の公の施設に関
　する条例（昭和39年宮崎県条
　例第36号）に基づく指定管理 ○

事務 事項

専　決　区　分
教
育
次
長

課
（
室
）
長

課
（
室
）
長
補
佐

担
当
リ
ー
ダ
ー
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　者の候補の選定に関すること
　。

２・３　［略］
４　職員
　の服務
　等に関
　する事
　務

(１)　本庁の職員の出張に関す
　ること。
　ア　教育次長、参事、課長、
　　室長、教育庁主幹（課に所
　　属する者を除く。以下同じ
　　。）及び副参事（課に所属
　　する者を除く。以下同じ。
　　）に係るもの
　イ　課の所属職員に係るもの

　［略］

(２)　課の所属職員の事務分掌
　に関すること。
(３)　課の職員の扶養手当、住
　居手当、通勤手当及び単身赴
　任手当の認定に関すること。

(４)　課の職員の時間外勤務命
　令及び休日勤務命令に関する
　こと。
(５)　課の職員の部分休業の承
　認に関すること。
(６)　(１)から(５)までに掲げ
　るもののほか、本庁の職員の
　休暇の承認その他服務に関す
　ること（教育委員会権限事項
　を除く。）。
　ア　教育次長、参事、課長、
　　室長、教育庁主幹及び副参
　　事に係るもの
　イ　課の所属職員に係るもの

(７)　地方公務員法（昭和25年
　法律第 261号）第22条第２項
　に規定する職員の臨時的任用
　に関すること。

○

(８)　［略］
５　許認
　可等に
　関する
　事務

(１)　許可、認可、承認、登録
　、指定、取消し、決定等の行
　政処分に関すること（教育委
　員会権限事項を除く。）。

○

(２)　(１)及び別表第１の５の
　(２)のうち定例的又は簡易な
　もの

○

(３)　［略］
６　文書
　等に関
　する事
　務

(１)　届出、照会、回答、報告
　、通知等の処理に関すること
　。

○

(２)～(８)　［略］
７　［略］
８　広報
　、統計

　［略］
(６)　研修、講座、調査、訪問

１・２　［略］
３　職員
　の服務
　等に関
　する事
　務

(１)　本庁の職員の出張に関す
　ること。
　ア　課（室）長、学校支援監
　　、教育庁主幹（課（室）の
　　所属する者を除く。以下同
　　じ。）及び副参事（課（室
　　）に所属する者を除く。以
　　下同じ。）に係るもの
　イ　課（室）の所属職員に係
　　るもの

　［略］

(２)　課（室）の所属職員の事
　務分掌に関すること。
(３)　課（室）の職員の扶養手
　当、住居手当、通勤手当及び
　単身赴任手当の認定に関する
　こと。
(４)　課（室）の職員の時間外
　勤務命令及び休日勤務命令に
　関すること。
(５)　課（室）の職員の部分休
　業の承認に関すること。
(６)　(１)から(５)までに掲げ
　るもののほか、本庁の職員の
　休暇の承認その他服務に関す
　ること（教育委員会権限事項
　を除く。）。
　ア　課（室）長、学校支援監
　　、教育庁主幹及び副参事に
　　係るもの
　イ　課（室）の所属職員に係
　　るもの

(７)　［略］
４　許認
　可等に
　関する
　事務

(１)　別表第１の５の(１)及び
　(２)のうち定例的又は簡易な
　もの

○

(２)　［略］
５　文書
　等に関
　する事
　務

(１)　届出、照会、回答、報告
　、通知等の処理に関すること
　。

○

(２)～(８)　［略］
６　［略］
７　広報
　、統計

　［略］
(６)　別表第１の７のうち定例
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別表第２（第４条関係）
　本庁各課（室）特定専決事項

別表第２（第４条関係）
　本庁各課特定専決事項

課（室） 事項

専決区分
教
育
次
長

課
（
室
）
長

課
（
室
）
長
補
佐

１　総務
　課

(１)　本庁、出先機関及び教育機関
　の職員の営利企業への従事等の許
　可及び職務専念義務の免除に関す
　ることで、課（室）、出先機関及
　び教育機関の所属職員に係るもの

○

(２)　課（室）の所属職員（日々雇
　用の単純労務職員を除く。）の臨
　時的任用に関すること。

○

(３)　本庁、出先機関及び教育機関
　の非常勤職員の任用に関すること
　で、本庁（課（室）の所属職員に
　係るものを除く。）及び教育機関
　の長以外のもの

　［略］

(４)～(７)　［略］
(８)　教育長及び次長等の時間外勤
　務命令及び休日勤務命令に関する
　こと。

　［略］

(９)　次長等の扶養手当、住居手当
　、通勤手当及び単身赴任手当の認
　定に関すること。

課 事項

専決区分
副
教
育
長

課
長
課
長
補
佐

１　教育
　政策課

(１)　本庁、出先機関及び教育機関
　の職員の営利企業への従事等の許
　可及び職務専念義務の免除に関す
　ること。
　ア　教育次長、参事、課長、室長
　　、教育庁主幹（課に所属する者
　　を除く。以下同じ。）、副参事
　　（課に所属する者を除く。以下
　　同じ。）、出先機関の長及び教
　　育機関の長に係るもの
　イ　課、出先機関及び教育機関の
　　所属職員に係るもの

○

○

(２)　本庁、出先機関及び教育機関
　の非常勤職員の任用の承認に関す
　ることで、本庁（課の所属職員に
　係るものを除く。）及び教育機関
　の長以外のもの

　［略］

(３)～(６)　［略］
(７)　教育長、副教育長、教育庁参
　事、教育次長、参事、課長、室長
　、教育庁主幹、副参事、出先機関
　の長及び教育機関の長の時間外勤
　務命令及び休日勤務命令に関する
　こと。

　［略］

(８)　教育長、副教育長、教育庁参
　事、教育次長、参事、課長、室長
　、教育庁主幹、副参事、出先機関
　の長及び教育機関の長の扶養手当
　、住居手当、通勤手当及び単身赴
　任手当の認定に関すること。

　、講演
　会等に
　関する
　事務

　的又は軽易なもの ○

(７)　［略］
８　その
　他の事
　務 (１)　［略］

(２)　公用自動車の使用申請に
　関すること。

　［略］

(３)・(４)　［略］

　、講演
　会等に
　関する
　事務

　指導及び各種会議に関するこ
　と。

○

(７)　(６)のうち定例的又は簡
　易なもの

○

(８)　［略］
９　その
　他の事
　務

(１)　各種競技会の教育委員会
　表彰に関すること。

○

(２)　［略］
(３)　公用自動車の使用承認に
　関すること。

　［略］

(４)・(５)　［略］
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(９)・(10)　［略］
(11)　栄典に関すること（春秋叙勲
　を除く。）。

○

(12)　本庁、出先機関及び教育機関
　の職員の公務災害認定請求書の進
　達に関すること。

○

２　高校
　教育課

(１)　県立の高等学校及び中等教育
　学校（後期課程）の教科書の採択
　に関すること。

○

(２)　県立の高等学校及び中等教育
　学校（後期課程）の主たる教材の
　使用の承認に関すること。

○

(３)　県立の高等学校及び中等教育
　学校（後期課程）の通学区域外志
　願許可に関すること。

　［略］

(４)　県立の高等学校及び中等教育
　学校（後期課程）の海外修学旅行
　の実施の承認及び特別授業日の設
　定の承認に関すること。
(５)　県立の高等学校及び中等教育
　学校（後期課程）の学校評議員の
　委嘱に関すること。

３　義務
　教育課

(１)　県立の中学校及び中等教育学
　校（前期課程）の教科書の採択に
　関すること。

○

(２)　県立の中学校及び中等教育学
　校（前期課程）の主たる教材の使
　用の承認に関すること。

○

(３)　県立の中学校及び中等教育学
　校（前期課程）の通学区域外志願
　許可に関すること。

○

(４)　県立の中学校及び中等教育学
　校（前期課程）の海外修学旅行の
　実施の承認及び特別授業日の設定
　の承認に関すること。

○

(５)　県立の中学校及び中等教育学
　校（前期課程）の学校評議員の委
　嘱に関すること。

○

４　特別
　支援教
　育課

(１)　県立特別支援学校の教科書の
　採択に関すること。

○

(２)　県立特別支援学校の主たる教
　材の使用の承認に関すること。

○

(３)～(５)　［略］
５　教職
　員課

　［略］
(３)　県立学校の職員の兼職、営利
　企業への従事等の許可及び職務専
　念義務の免除に関すること。
　ア　校長、副校長、教頭及び事務
　　長に係るもの
　イ　ア以外の職員に係るもの

○

○
(４)～(９)　［略］
(10)　県立学校の職員及び県費負担
　教職員の公務災害認定請求書の進
　達に関すること。

　［略］

(10)・(11)　［略］

２　学校
　政策課

(１)　県立の中学校、高等学校及び
　中等教育学校の通学区域外志願許
　可に関すること。

　［略］

(２)　県立の中学校、高等学校及び
　中等教育学校の海外修学旅行の実
　施の承認及び特別授業日の設定の
　承認に関すること。
(３)　県立の中学校、高等学校及び
　中等教育学校の学校評議員の委嘱
　に関すること。

３　特別
　支援教
　育室

(１)～(３)　［略］
４　教職
　員課

　［略］
(３)　県立学校の職員の職務専念義
　務の免除に関すること。

○

(４)～(９)　［略］
(10)　公務災害認定請求書の進達に
　関すること。

　［略］
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(11)・(12)　［略］
６　生涯
　学習課

(１)　社会教育主事の資格の認定に
　関すること。

○

７　文化
　財課

(１)　文化財保護法（昭和25年法律
　第 214号）第 105条第１項及び第
　３項の規定による報奨金の額の決
　定に関すること。

○

(２)　文化財保護法第 102条第１項
　の規定による物件の鑑査に関する
　こと。

　［略］

(３)　［略］

(11)・(12)　［略］

５　文化
　財課

(１)　文化財保護法（昭和25年法律
　第 214号）第 102条第１項の規定
　による物件の鑑査に関すること。

　［略］

(２)　［略］

　　　附　則
　この訓令は、平成30年４月１日から施行する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　県教育庁等文書取扱規程の一部を改正する訓令をここに公表する。
　　平成30年３月29日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県教育委員会教育長　四　本　　　孝
宮崎県教育委員会教育長訓令第３号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本　　　庁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各出先機関
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各教育機関
　　　県教育庁等文書取扱規程の一部を改正する訓令
　県教育庁等文書取扱規程（平成２年宮崎県教育委員会教育長訓令第４号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（定義）
第２条　この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該
　各号に定めるところによる。
　(１)　本庁　県教育庁組織規則（昭和50年宮崎県教育委員会規則
　　第４号）第１条に規定する課及び室をいう。

　(２)　［略］
　(３)　課（室）長　県教育庁職員の職の設置に関する規則（昭和
　　39年宮崎県教育委員会規則第９号）第３条第１項に規定する課
　　（室）長をいう。

　(４)～(９)　［略］
　(10)　保管　文書を課（室）又は出先機関内に収納しておくこと
　　をいう。
　(11)～(13)　［略］
　（文書の取扱いの原則）
第３条　［略］
２　文書の管理は、原則として文書管理システムを利用して行うも
　のとする。ただし、総務課長がこれにより難いと認めた場合は、
　この限りでない。
　（総務課長の職務）
第５条　本庁の総務課長（以下「総務課長」という。）は、本庁及
　び出先機関等における文書事務を総括する。
２　総務課長は、本庁及び出先機関等における文書事務が適正かつ
　迅速に行われるよう指導し、その改善に努めなければならない。

　（課（室）長及び出先機関等の長の職務）

　（定義）
第２条　この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該
　各号に定めるところによる。
　(１)　本庁　県教育庁組織規則（昭和50年宮崎県教育委員会規則
　　第４号）第１条に規定する課及び第１条の２に規定する課内室
　　をいう。
　(２)　［略］
　(３)　課（室）長　県教育庁職員の職の設置に関する規則（昭和
　　39年宮崎県教育委員会規則第９号）第４条第１項に規定する課
　　長及び室長をいう。
　(４)　課長補佐　県教育庁職員の職の設置に関する規則第４条第
　　１項に規定する課長補佐をいう。
　(５)～(10)　［略］
　(11)　保管　文書を本庁の課（室）（以下「課（室）」という。
　　）又は出先機関内に収納しておくことをいう。
　(12)～(14)　［略］
　（文書の取扱いの原則）
第３条　［略］
２　文書の管理は、原則として文書管理システムを利用して行うも
　のとする。ただし、教育政策課長がこれにより難いと認めた場合
　は、この限りでない。
　（教育政策課長の職務）
第５条　教育政策課長は、本庁及び出先機関等における文書事務を
　総括する。
２　教育政策課長は、本庁及び出先機関等における文書事務が適正
　かつ迅速に行われるよう指導し、その改善に努めなければならな
　い。
　（課（室）長及び出先機関等の長の職務）
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第６条　本庁の課（室）（以下「課（室）」という。）長及び出先
　機関等の長は、課（室）及び出先機関等における文書事務が適正
　かつ迅速に行われるよう努めなければならない。
　（文書取扱主任及び文書取扱担当者）
第７条　［略］
２　文書取扱主任は、本庁にあっては課（室）長補佐（課（室）長
　補佐を２人以上置く課（室）にあっては統括の課（室）長補佐）
　を、出先機関等にあっては庶務を担当する課長又は事務長（庶務
　を担当する課長又は事務長を置かない出先機関等にあっては、出
　先機関等の長が指名する者）をもって充てる。
３～５　［略］
　（到達文書の収受及び配布）
第９条　総務課において収受した文書は、次により処理しなければ
　ならない。ただし、課（室）に直接到達した文書にあっては、当
　該課（室）が収受することができる。
　(１)・(２)　［略］
２・３　［略］
　（総合行政ネットワーク等文書の収受及び転送）
第10条　［略］
２　総務課において収受した総合行政ネットワーク等文書は、発信
　元の電子署名を確認し、直ちに主務課（室）に転送しなければな
　らない。
３・４　［略］
　（配布を受けた文書等の取扱い）
第12条　文書取扱主任は、総務課から文書の配布を受け、又は直接
　文書を収受したときは、次により処理しなければならない。
　(１)　［略］
　(２)　次に掲げる文書は、収受印（別記様式第３号）を押し、収
　　受文書処理簿（別記様式第４号）に所定の事項を登録し、収受
　　印の印影内に収受番号を記入の上、閲覧印（別記様式第５号）
　　を押し、課（室）長の閲覧を受け、課（室）長補佐を経て主と
　　してその事務を取り扱う担当リーダー（以下「主務担当リーダ
　　ー」という。）に配布すること。
　　ア～ウ　［略］
　(３)　前２号に掲げる文書以外の文書は、収受印及び閲覧印を押
　　し、課（室）長の閲覧を受け、課（室）長補佐を経て主務担当
　　リーダーに配布すること。ただし、軽易な文書については、文
　　書取扱主任の判断により、その手続の全部又は一部を省略する
　　ことができる。
　(４)　［略］
　(５)　総務課から配布を受けた文書のうち当該課（室）の所管に
　　属さないものについては、付せんにその旨を記載して、直ちに

第６条　課（室）長及び出先機関等の長は、課（室）及び出先機関
　等における文書事務が適正かつ迅速に行われるよう努めなければ
　ならない。
　（文書取扱主任及び文書取扱担当者）
第７条　［略］
２　文書取扱主任は、本庁にあっては課長補佐（課長補佐を２人以
　上置く課にあっては統括の課長補佐）を、出先機関等にあっては
　庶務を担当する課長又は事務長（庶務を担当する課長又は事務長
　を置かない出先機関等にあっては、出先機関等の長が指名する者
　）をもって充てる。
３～５　［略］
　（到達文書の収受及び配布）
第９条　教育政策課において収受した文書は、次により処理しなけ
　ればならない。ただし、課（室）に直接到達した文書にあっては
　、当該課（室）が収受することができる。
　(１)・(２)　［略］
２・３　［略］
　（総合行政ネットワーク等文書の収受及び転送）
第10条　［略］
２　教育政策課において収受した総合行政ネットワーク等文書は、
　発信元の電子署名を確認し、直ちに主務課（室）に転送しなけれ
　ばならない。
３・４　［略］
　（配布を受けた文書等の取扱い）
第12条　文書取扱主任は、教育政策課から文書の配布を受け、又は
　直接文書を収受したときは、次により処理しなければならない。
　(１)　［略］
　(２)　次に掲げる文書は、収受印（別記様式第３号）を押し、収
　　受文書処理簿（別記様式第４号）に所定の事項を登録し、収受
　　印の印影内に収受番号を記入の上、閲覧印（別記様式第５号）
　　を押し、課（室）長の閲覧を受け、課長補佐を経て主としてそ
　　の事務を取り扱う担当リーダー（以下「主務担当リーダー」と
　　いう。）に配布すること。
　　ア～ウ　［略］
　(３)　前２号に掲げる文書以外の文書は、収受印及び閲覧印を押
　　し、課（室）長の閲覧を受け、課長補佐を経て主務担当リーダ
　　ーに配布すること。ただし、軽易な文書については、文書取扱
　　主任の判断により、その手続の全部又は一部を省略することが
　　できる。
　(４)　［略］
　(５)　教育政策課から配布を受けた文書のうち当該課（室）の所
　　管に属さないものについては、付せんにその旨を記載して、直

　　総務課に回付すること。
２　［略］
３　主務担当リーダーは、第１項の規定により配布を受けた文書に
　ついて、課（室）長又は課（室）長補佐の指示のほか必要な指示
　をして、事務担当者に配布しなければならない。
４　［略］
　（収受し、又は転送を受けた総合行政ネットワーク等文書の取扱
　い）
第12条の３　［略］
２　［略］
３　総合行政ネットワークによる文書の収受及び発信等の取扱いに
　ついては、この訓令の規定に定めるもののほか、総務課長が別に

　　ちに教育政策課に回付すること。
２　［略］
３　主務担当リーダーは、第１項の規定により配布を受けた文書に
　ついて、課（室）長又は課長補佐の指示のほか必要な指示をして
　、事務担当者に配布しなければならない。
４　［略］
　（収受し、又は転送を受けた総合行政ネットワーク等文書の取扱
　い）
第12条の３　［略］
２　［略］
３　総合行政ネットワークによる文書の収受及び発信等の取扱いに
　ついては、この訓令の規定に定めるもののほか、教育政策課長が
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　定める。
４　［略］
　（執務時間外の取扱い）
第14条　執務時間外に到達した文書の取扱いについては、総務課長
　が別に定める。
　（例文処理）
第18条　［略］
２　前項の規定により処理する事案については、主務課（室）長は
　総務課長に合議をして、一定の文案を例文として定めなければな
　らない。
３　総務課長は、前項の規定により定められた例文を例文登録台帳
　（別記様式第８号）に登録しなければならない。
４　［略］
５　例文として処理することが適当と認められる事案については、
　総務課長が主務課（室）長にその旨を通知し、これを指導するこ
　とができる。
　（文書の左横書き）
第19条　文書は、左横書きとしなければならない。ただし、次に掲
　げるものは、この限りでない。
　(１)～(３)　［略］
　(４)　前各号に掲げるもののほか、総務課長が縦書きを適当と認
　　めたもの
　（文書の記号及び番号）
第19条の２　文書には、次の各号に掲げる区分により、当該各号に
　定める記号及び番号を付けなければならない。ただし、記号及び
　番号を付けることが適当でない文書又は軽易な文書については、
　これを省略することができる。
　(１)　規則、告示、公告及び訓令　記号はそれぞれ「宮崎県教育
　　委員会規則」、「宮崎県教育委員会告示」、「宮崎県教育委員
　　会公告」、「宮崎県教育委員会訓令」及び「宮崎県教育委員会
　　教育長訓令」とし、番号は本庁の総務課（以下「総務課」とい
　　う。）においてその種類ごとに規則等番号簿（別記様式第９号
　　）により付けること。
　(２)～(４)　［略］
２～５　［略］
　（決裁区分等の表示）
第22条　決裁伺書の決裁区分の欄には、次の各号に掲げる区分によ
　り、当該各号に定める決裁区分を表示しなければならない。
　(１)　［略］
　(２)　教育次長が専決すべきもの　教育次長
　(３)　［略］
　(４)　課（室）長補佐が専決すべきもの　課（室）長補佐

　別に定める。
４　［略］
　（執務時間外の取扱い）
第14条　執務時間外に到達した文書の取扱いについては、教育政策
　課長が別に定める。
　（例文処理）
第18条　［略］
２　前項の規定により処理する事案については、主務課（室）長は
　教育政策課長に合議をして、一定の文案を例文として定めなけれ
　ばならない。
３　教育政策課長は、前項の規定により定められた例文を例文登録
　台帳（別記様式第８号）に登録しなければならない。
４　［略］
５　例文として処理することが適当と認められる事案については、
　教育政策課長が主務課（室）長にその旨を通知し、これを指導す
　ることができる。
　（文書の左横書き）
第19条　文書は、左横書きとしなければならない。ただし、次に掲
　げるものは、この限りでない。
　(１)～(３)　［略］
　(４)　前各号に掲げるもののほか、教育政策課長が縦書きを適当
　　と認めたもの
　（文書の記号及び番号）
第19条の２　文書には、次の各号に掲げる区分により、当該各号に
　定める記号及び番号を付けなければならない。ただし、記号及び
　番号を付けることが適当でない文書又は軽易な文書については、
　これを省略することができる。
　(１)　規則、告示、公告及び訓令　記号はそれぞれ「宮崎県教育
　　委員会規則」、「宮崎県教育委員会告示」、「宮崎県教育委員
　　会公告」、「宮崎県教育委員会訓令」及び「宮崎県教育委員会
　　教育長訓令」とし、番号は教育政策課においてその種類ごとに
　　規則等番号簿（別記様式第９号）により付けること。

　(２)～(４)　［略］
２～５　［略］
　（決裁区分等の表示）
第22条　決裁伺書の決裁区分の欄には、次の各号に掲げる区分によ
　り、当該各号に定める決裁区分を表示しなければならない。
　(１)　［略］
　(２)　副教育長が専決すべきもの　副教育長
　(３)　［略］
　(４)　課長補佐が専決すべきもの　課長補佐

　(５)　［略］
２・３　［略］
　（合議）
第24条　［略］
２　前項の合議は、他の課（室）に関係のあるものにあっては主務
　課（室）長までの、関係部局に関係のあるものにあっては主務課
　（室）長、主務次長又は教育長までの回議を経て行うものとする
　。
３～６　［略］
　（総務課長への合議等）
第26条　起案文書のうち次に掲げるものは、総務課長に合議をしな
　ければならない。ただし、第18条第３項の規定により例文として

　(５)　［略］
２・３　［略］
　（合議）
第24条　［略］
２　前項の合議は、他の課（室）に関係のあるものにあっては主務
　課（室）長までの、関係部局に関係のあるものにあっては主務課
　（室）長、主務次長、副教育長又は教育長までの回議を経て行う
　ものとする。
３～６　［略］
　（教育政策課長への合議等）
第26条　起案文書のうち次に掲げるものは、教育政策課長に合議を
　しなければならない。ただし、第18条第３項の規定により例文と
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　登録されているものは、総務課長の合議を要しない。
　(１)・(２)　［略］
　(３)　契約に関するもの（総務課長が合議を要しないと認めたも
　　のを除く。）及び補助金交付要綱
　(４)～(７)　［略］
　（ファイル管理基準表）
第39条　［略］
２　前項の規定により作成されたファイル管理基準表について、総
　務課長は、必要があると認めるときは、その修正を求めることが
　できる。
　（帳票等の種類）
第49条　この訓令により作成する帳票等は、次のとおりとする。
　(１)　総務課に備え付ける帳票等
　　ア～ウ　［略］	
　(２)～(４)　［略］
様式第３号

　　　　　　　　　　　　
　（備考）教育庁総務課の箇所は、各課（室）、出先機関等におい
　　　　ては、それぞれの所属名を印字する。
様式第11号
　　［略］
　（備考）教育長の印字箇所は、決裁区分が教育長にあっては教育
　　　長、教育次長にあっては教育次長、各課（室）長、各課（室
　　　）長補佐又は担当リーダーにあっては各課（室）長とし、出
　　　先機関等の長にあっては所長等とする。

　して登録されているものは、教育政策課長の合議を要しない。
　(１)・(２)　［略］
　(３)　契約に関するもの（教育政策課長が合議を要しないと認め
　　たものを除く。）及び補助金交付要綱
　(４)～(７)　［略］
　（ファイル管理基準表）
第39条　［略］
２　前項の規定により作成されたファイル管理基準表について、教
　育政策課長は、必要があると認めるときは、その修正を求めるこ
　とができる。
　（帳票等の種類）
第49条　この訓令により作成する帳票等は、次のとおりとする。
　(１)　教育政策課に備え付ける帳票等
　　ア～ウ　［略］
　(２)～(４)　［略］
様式第３号

　　　　　　　　　　　　
　（備考）教育政策課の箇所は、各課（室）、出先機関等において
　　　　は、それぞれの所属名を印字する。
様式第11号
　　［略］
　（備考）教育長の印字箇所は、決裁区分が教育長にあっては教育
　　　長、副教育長にあっては副教育長、各課（室）長、各課長補
　　　佐又は担当リーダーにあっては各課（室）長とし、出先機関
　　　等の長にあっては所長等とする。

　　　附　則
　この訓令は、平成30年４月１日から施行する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　県教育庁等電子署名規程の一部を改正する訓令をここに公表する。
　　平成30年３月29日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県教育委員会教育長　四　本　　　孝
宮崎県教育委員会教育長訓令第４号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本　　　庁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各出先機関
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各教育機関
　　　県教育庁等電子署名規程の一部を改正する訓令
　県教育庁等電子署名規程（平成17年宮崎県教育委員会教育長訓令第７号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（電子署名事務の総括）
第４条　教育庁総務課長（以下「総務課長」という。）は、電子署
　名に関する事務を総括する。
　（電子署名を付与する電子文書の発信者名）
第５条　電子署名を付与した電子文書は、次に掲げる職名及び署名
　をもって発信するものとする。
　(１)・(２)
　(３)　課（室）長
　(４)　［略］
２　本庁の課（室）長又は出先機関等の長は、前項各号に掲げる職

　（電子署名事務の総括）
第４条　教育政策課長は、電子署名に関する事務を総括する。

　（電子署名を付与する電子文書の発信者名）
第５条　電子署名を付与した電子文書は、次に掲げる職名及び署名
　をもって発信するものとする。
　(１)・(２)
　(３)　課長
　(４)　［略］
２　本庁の課長又は出先機関等の長は、前項各号に掲げる職名及び
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　名及び署名以外の電子署名を行う必要があるときは、総務課長の
　承認を受けなければならない。
　（鍵情報等の新規発行等）
第７条　鍵情報等管理者は、鍵情報等の発行を受けようとするとき
　は、鍵情報等の使用開始の１ヵ月前までに、鍵情報等交付申請書
　（別記様式第１号）により総務課長に申請しなければならない。

２　総務課長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請
　の内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに宮崎県認証局に
　対し、鍵情報等の発行を依頼しなければならない。
３　総務課長は、宮崎県認証局から鍵情報等の発行を受けたときは
　、当該鍵情報等を鍵情報等管理台帳（別記様式第２号）に登録の
　上、鍵情報等管理者に交付しなければならない。
　（鍵情報等の更新）
第８条　鍵情報等管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合に
　は、鍵情報等の更新を、鍵情報等交付等申請書（別記様式第１号
　）により総務課長に申請しなければならない。
　(１)～(４)　［略］
２・３　［略］
　（鍵情報等の廃止）
第９条　鍵情報等管理者は、鍵情報等を廃止しようとする場合には
　、鍵情報等交付等申請書（別記様式第１号）により総務課長に申
　請しなければならない。
　（鍵情報等の事故報告及び失効）
第10条　鍵情報等管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合に
　は、直ちに、鍵情報等事故報告書（別記様式第３号）により総務
　課長に報告しなければならない。
　(１)～(７)　［略］
２　鍵情報等管理者は、前項第３号から第７号までのいずれかに該
　当する場合には、鍵情報等の失効を、鍵情報等交付等申請書（別
　記様式第１号）により総務課長に申請しなければならない。
　（鍵情報等の保管場所等の変更）
第11条　鍵情報等管理者は、鍵情報等の保管場所又は鍵情報等管理
　者の変更があった場合には、速やかに、その内容を、鍵情報等管
　理保管状況変更・廃棄報告書（別記様式第４号）により総務課長
　に報告しなければならない。
　（鍵情報等の廃棄）
第12条　［略］
２　鍵情報等管理者は、鍵情報等の廃棄を行った場合には、その廃
　棄の状況を、鍵情報等管理保管状況変更・廃棄報告書（別記様式
　第４号）により総務課長に報告しなければならない。
別表（第６条関係）

　署名以外の電子署名を行う必要があるときは、教育政策課長の承
　認を受けなければならない。
　（鍵情報等の新規発行等）
第７条　鍵情報等管理者は、鍵情報等の発行を受けようとするとき
　は、鍵情報等の使用開始の１月前までに、鍵情報等交付申請書（
　別記様式第１号）により教育政策課長に申請しなければならない
　。
２　教育政策課長は、前項の規定による申請があった場合は、当該
　申請の内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに宮崎県認証
　局に対し、鍵情報等の発行を依頼しなければならない。
３　教育政策課長は、宮崎県認証局から鍵情報等の発行を受けたと
　きは、当該鍵情報等を鍵情報等管理台帳（別記様式第２号）に登
　録の上、鍵情報等管理者に交付しなければならない。
　（鍵情報等の更新）
第８条　鍵情報等管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合に
　は、鍵情報等の更新を、鍵情報等交付等申請書（別記様式第１号
　）により教育政策課長に申請しなければならない。
　(１)～(４)　［略］
２・３　［略］
　（鍵情報等の廃止）
第９条　鍵情報等管理者は、鍵情報等を廃止しようとする場合には
　、鍵情報等交付等申請書（別記様式第１号）により教育政策課長
　に申請しなければならない。
　（鍵情報等の事故報告及び失効）
第10条　鍵情報等管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合に
　は、直ちに、鍵情報等事故報告書（別記様式第３号）により教育
　政策課長に報告しなければならない。
　(１)～(７)　［略］
２　鍵情報等管理者は、前項第３号から第７号までのいずれかに該
　当する場合には、鍵情報等の失効を、鍵情報等交付等申請書（別
　記様式第１号）により教育政策課長に申請しなければならない。
　（鍵情報等の保管場所等の変更）
第11条　鍵情報等管理者は、鍵情報等の保管場所又は鍵情報等管理
　者の変更があった場合には、速やかに、その内容を、鍵情報等管
　理保管状況変更・廃棄報告書（別記様式第４号）により教育政策
　課長に報告しなければならない。
　（鍵情報等の廃棄）
第12条　［略］
２　鍵情報等管理者は、鍵情報等の廃棄を行った場合には、その廃
　棄の状況を、鍵情報等管理保管状況変更・廃棄報告書（別記様式
　第４号）により教育政策課長に報告しなければならない。
別表（第６条関係）

様式第１号（第７条関係、第８条関係、第９条関係、第10条関係）
　　［略］
　総務課長
　　［略］

別記
様式第１号（第７条関係、第８条関係、第９条関係、第10条関係）
　　［略］
　教育政策課長
　　［略］

電子署名に用いる職名 鍵情報等管理者
教育委員会 総務課長
教育長 総務課長
課（室）長 本庁の各課（室）長
　［略］
第５条第２項の規定による職
名

総務課長と協議の上決定した
者

電子署名に用いる職名 鍵情報等管理者
教育委員会 教育政策課長
教育長 教育政策課長
課長 本庁の各課長
　［略］
第５条第２項の規定による職
名

教育政策課長と協議の上決定
した者
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様式第３号（第10条関係）
　　［略］
　総務課長
　　［略］
様式第４号（第11条関係、第12条関係）
　　［略］
　総務課長
　　［略］

様式第３号（第10条関係）
　　［略］
　教育政策課長
　　［略］
様式第４号（第11条関係、第12条関係）
　　［略］
　教育政策課長
　　［略］

　　　附　則
　この訓令は、平成30年４月１日から施行する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　県教育庁等公印規程の一部を改正する訓令をここに公表する。
　　平成30年３月29日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県教育委員会教育長　四　本　　　孝
宮崎県教育委員会教育長訓令第５号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本　　　庁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各出先機関
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各教育機関　
　　　県教育庁等公印規程の一部を改正する訓令
　県教育庁等公印規程（昭和57年宮崎県教育委員会教育長訓令第２号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（公印事務の総括）
第４条　公印に関する事務は、本庁の総務課（以下「総務課」とい
　う。）において総括する。
　（公印の新調等の手続）
第５条　公印を新調し、又は改刻しようとするときは、総務課に合
　議しなければならない。
２　公印を新調し、又は改刻したときは、直ちに公印登録カード（
　別記様式第１号）を総務課長に提出しなければならない。
３　総務課長は、前項の規定による公印登録カードを受理したとき
　は、これを公印登録台帳として整理保管しなければならない。

４　［略］
　（不用公印の処理）
第６条　公印を廃止（改刻による廃止を含む。）したときは、直ち
　に不用となった公印を不用公印引継書（別記様式第２号）により
　総務課に引き継がなければならない。
２　総務課長は、前項の不用公印引継書を受理したときは、公印登
　録台帳から当該不用となった公印に係る部分を消除しなければな
　らない。
３　総務課長は、引継ぎを受けた公印を次の区分により保存し、保
　存期間を経過したものは、切断又は焼却等の方法により廃棄しな
　ければならない。
　(１)・(２)　［略］
　（公印の事故届）
第８条　公印管守者は、公印の紛失、盗難その他の事故があったと
　きは、直ちに公印事故届（別記様式第３号）を総務課長に提出し
　なければならない。
別表（第２条関係）

　（公印事務の総括）
第４条　公印に関する事務は、教育政策課において総括する。

　（公印の新調等の手続）
第５条　公印を新調し、又は改刻しようとするときは、教育政策課
　に合議しなければならない。
２　公印を新調し、又は改刻したときは、直ちに公印登録カード（
　別記様式第１号）を教育政策課長に提出しなければならない。
３　教育政策課長は、前項の規定による公印登録カードを受理した
　ときは、これを公印登録台帳として整理保管しなければならない
　。
４　［略］
　（不用公印の処理）
第６条　公印を廃止（改刻による廃止を含む。）したときは、直ち
　に不用となった公印を不用公印引継書（別記様式第２号）により
　教育政策課に引き継がなければならない。
２　教育政策課長は、前項の不用公印引継書を受理したときは、公
　印登録台帳から当該不用となった公印に係る部分を消除しなけれ
　ばならない。
３　教育政策課長は、引継ぎを受けた公印を次の区分により保存し
　、保存期間を経過したものは、切断又は焼却等の方法により廃棄
　しなければならない。
　(１)・(２)　［略］
　（公印の事故届）
第８条　公印管守者は、公印の紛失、盗難その他の事故があったと
　きは、直ちに公印事故届（別記様式第３号）を教育政策課長に提
　出しなければならない。
別表（第２条関係）

 種類 印影のひな
形

印影の寸法
（ミリメートル）

個
数
使用
範囲

公印管
守者

宮崎県
教育委

　［略］ 県教育
庁総務

 種類 印影のひな
形

印影の寸法
（ミリメートル）

個
数
使用
範囲

公印管
守者

宮崎県
教育委

　［略］ 教育政
策課長
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様式第２号（第６条関係）
　　［略］
　（注）廃棄年月日は、総務課で記入する。
様式第３号（第８条関係）
　　［略］
　総務課長
　　［略］

様式第２号（第６条関係）
　　［略］
　（注）廃棄年月日は、教育政策課で記入する。
様式第３号（第８条関係）
　　［略］
　教育政策課長
　　［略］

　　　附　則
　この訓令は、平成30年４月１日から施行する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　宮崎県教育委員会準公金等取扱規程の一部を改正する訓令をここに公表する。
　　平成30年３月29日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県教育委員会教育長　四　本　　　孝
宮崎県教育委員会教育長訓令第６号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本　　　庁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各出先機関
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各教育機関　
　　　宮崎県教育委員会準公金等取扱規程の一部を改正する訓令
　宮崎県教育委員会準公金等取扱規程（平成23年宮崎県教育委員会教育長訓令第１号）の一部を次のように改正する。		
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

員会印 課長
　［略］

員会印
　［略］

改正前 改正後
　（定義）
第２条　この訓令において「準公金」とは、会計法（昭和22年法律
　第35号）及び宮崎県財務規則（昭和39年宮崎県規則第２号）の適
　用を受けない現金及び預金（以下「現金等」という。）で、職員
　が職務上出納又は保管する次に掲げるものをいう。
　(１)　協議会等資金　協議会、協会、実行委員会等であって、県
　　教育庁の課室及び出先機関並びに教育機関（以下「所属」とい
　　う。）が事務局となり、職員が会計事務を行っている団体（法
　　人格を有する団体及びその団体の支部（本部と一体となって事
　　業及び経理を行っている支部に限る。）を除く。以下「協議会
　　等」という。）の所有に属する現金等をいう。
　(２)　［略］
２　［略］
　（出納責任者）
第５条　所属長は、準公金の会計事務の適正な執行を図るために、
　準公金ごとに出納責任者を定めるものとし、本庁の課室にあって
　は課室長補佐以上の職の者、出先機関及び県立学校を除く教育機
　関にあっては総務課長（これに準ずる職を含む。）以上の職の者
　、県立学校にあっては事務長（これに準ずる職を含む。）を充て
　るものとする。
　（検査及び措置の要求等）
第９条　教育次長（総括）は、準公金等の取扱いに関し必要がある
　と認めるときは、関係書類を検査し、所属長に取扱事務に関する
　報告を求めることができる。
２　教育次長（総括）は、前項の規定による検査の結果、改善を要
　する事項又は検討を要する事項があると認めるときは、所属長に
　対して必要な措置を講ずることを求めることができる。
３　所属長は、前項の規定により講じた措置を、速やかに、教育次
　長（総括）に報告しなければならない。
　（委任）
第10条　この訓令に定めるもののほか、準公金等の会計事務の適正

　（定義）
第２条　この訓令において「準公金」とは、会計法（昭和22年法律
　第35号）及び宮崎県財務規則（昭和39年宮崎県規則第２号）の適
　用を受けない現金及び預金（以下「現金等」という。）で、職員
　が職務上出納又は保管する次に掲げるものをいう。
　(１)　協議会等資金　協議会、協会、実行委員会等であって、県
　　教育庁の課及び出先機関並びに教育機関（以下「所属」という
　　。）が事務局となり、職員が会計事務を行っている団体（法人
　　格を有する団体及びその団体の支部（本部と一体となって事業
　　及び経理を行っている支部に限る。）を除く。以下「協議会等
　　」という。）の所有に属する現金等をいう。
　(２)　［略］
２　［略］
　（出納責任者）
第５条　所属長は、準公金の会計事務の適正な執行を図るために、
　準公金ごとに出納責任者を定めるものとし、本庁の課にあっては
　課長補佐以上の職の者、出先機関及び県立学校を除く教育機関に
　あっては総務課長（これに準ずる職を含む。）以上の職の者、県
　立学校にあっては事務長（これに準ずる職を含む。）を充てるも
　のとする。
　（検査及び措置の要求等）
第９条　副教育長は、準公金等の取扱いに関し必要があると認める
　ときは、関係書類を検査し、所属長に取扱事務に関する報告を求
　めることができる。
２　副教育長は、前項の規定による検査の結果、改善を要する事項
　又は検討を要する事項があると認めるときは、所属長に対して必
　要な措置を講ずることを求めることができる。
３　所属長は、前項の規定により講じた措置を、速やかに、副教育
　長に報告しなければならない。
　（委任）
第10条　この訓令に定めるもののほか、準公金等の会計事務の適正
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　化及び事故防止に関し必要な事項は、教育次長（総括）が別に定
　める。

　化及び事故防止に関し必要な事項は、副教育長が別に定める。

　　　附　則
　この訓令は、平成30年４月１日から施行する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　教育関係使用料及び手数料減免規程の一部を改正する訓令をここに公表する。
　　平成30年３月29日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県教育委員会教育長　四　本　　　孝
宮崎県教育委員会教育長訓令第７号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本　　　庁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各出先機関
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各教育機関　
　　　教育関係使用料及び手数料減免規程の一部を改正する訓令
　教育関係使用料及び手数料減免規程（平成９年宮崎県教育委員会教育長訓令第２号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

　　　附　則
　この訓令は、平成30年４月１日から施行する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　教育財産等取扱規程の一部を改正する訓令をここに公表する。
　　平成30年３月29日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県教育委員会教育長　四　本　　　孝
宮崎県教育委員会教育長訓令第８号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本　　　庁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各出先機関
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各教育機関　
　　　教育財産等取扱規程の一部を改正する訓令
　教育財産等取扱規程（昭和61年宮崎県教育委員会教育長訓令第２号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（被災者等の授業料）
第４条　学校長は、教育次長の承認を得て次に掲げる者の授業料の
　全部又は一部の額を未納である場合には免除し、既納である場合
　には還付する。
　(１)～(５)　［略］
２　学校長は、次に掲げる者に係る前項の規定による授業料の減免
　を行う場合には、同項の規定にかかわらず、教育次長の承認を要
　しないものとする。
　(１)～(３)　［略］
　（その他）
第８条　この訓令に定めるもののほか、臨時に行う使用料及び手数
　料の減免については、宮崎県教育委員会事務決裁等規程（平成７
　年宮崎県教育委員会教育長訓令第１号）により教育次長の専決と
　する。

　（被災者等の授業料）
第４条　学校長は、副教育長の承認を得て次に掲げる者の授業料の
　全部又は一部の額を未納である場合には免除し、既納である場合
　には還付する。
　(１)～(５)　［略］
２　学校長は、次に掲げる者に係る前項の規定による授業料の減免
　を行う場合には、同項の規定にかかわらず、副教育長の承認を要
　しないものとする。
　(１)～(３)　［略］
　（その他）
第８条　この訓令に定めるもののほか、臨時に行う使用料及び手数
　料の減免については、宮崎県教育委員会事務決裁等規程（平成７
　年宮崎県教育委員会教育長訓令第１号）により副教育長の専決と
　する。

改正前 改正後
　（用語の定義）
第２条　この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ
　ぞれ当該各号に定めるところによる。
　(１)・(２)　［略］
　(３)　課　県教育庁組織規則（昭和50年宮崎県教育委員会規則第
　　４号）第１条に規定する課及び室をいう。
　(４)～(９)　［略］
別表（第７条関係）

　（用語の定義）
第２条　この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ
　ぞれ当該各号に定めるところによる。
　(１)・(２)　［略］
　(３)　課　県教育庁組織規則（昭和50年宮崎県教育委員会規則第
　　４号）第１条に規定する課をいう。
　(４)～(９)　［略］
別表（第７条関係）

専決者 専決事項
教育次長 　［略］

専決者 専決事項
副教育長 　［略］
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　　　附　則
　この訓令は、平成30年４月１日から施行する。

　［略］ 　［略］
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